	「あま市言葉の大切さについての理解を推進し市民が思いやりの心を持ち幸せになる社会の実現を目指す条例」
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	1
	すでに「人権尊重のまちづくり条例」を制定しているのにもかかわらず、なぜ表現の自由というデリケートな領域に、さらなる条例を重ねる必要があるのでしょうか。この条例は、既存の条例がカバーできないどのような具体的な社会問題に対処するために不可欠なのでしょうか。単なる理念の表明であれば、既存の条例の改正や、条例によらない啓発活動で十分ではないかと考えます。
	「あま市人権尊重のまちづくり条例」は、あらゆる人権侵害や差別問題における課題解決のための理念条例となります。本条例は、日常的に使用する言葉の大切さについて理解を推進する条例であり、市、市民、家庭、学校、事業者それぞれがの役割を明らかにし、言葉の大切さを理解することによって、本市が思いやりの心にあふれた明るく住みよいまちとなり、市民が幸せになるための礎になるものと考え本条例を制定するものです。
　



	2
	条例が市民の行動変容を促すためには、その理念が市民に深く浸透し、自発的な行動につながる必要があります。しかし、この条例は、道徳や倫理観に深く関わる領域に、なぜ「条例」という手法を用いるのでしょうか。もし、条例が実効性を持つとすれば、それは何らかの罰則や行政指導を将来的に導入することを前提としているのでしょうか。あるいは、市民の自発性に委ねるだけで、行政としてその理念を推進する具体的かつ測定可能な成果目標（ＫＰＩ）をどのように設定し、達成しようとしているのでしょうか。条例化することの「実効性の担保」と「市民の自発性の尊重」という。相反する二つの概念をどのように両立させるか、具体的な戦略を提示してください。この条例が、真に市民の幸福に寄与するのであるならば、こうした根源的な問いに正面から向き合い、市民に対して明確な説明責任を果たすことが不可欠です。この回答が、単なる形式的な返答ではなく、市民との対話の深化につながることを期待します。



	本条例は、前文にお示ししている、言葉の大切さについて理解を推進することを主眼におき、市、市民、家庭、学校、事業者、それぞれの役割を明らかにする理念条例となります。本条例の制定の趣旨は、市の意思を市民に明確に示すことや市政への市民の関心を喚起し、幅広い参加を促すことを目的としている理念条例になりますので、市、市民、家庭、学校、事業者、それぞれの役割規定に基づき、本条例の趣旨についてのご理解とご協力をいただきながら周知啓発を図ってまいります。

	3
	この条例の法的根拠と、定義の曖昧さについて
「言葉の大切さ」とは、極めて主観的かつ抽象的な概念です。この条例案は、一体どのような客観的指標や社会科学的データに基づいて、その「大切さ」を定義し、市民に「推進」を求めるのでしょうか。また、この条例が目指す「幸せに暮らせる街」の定義もまた、市民の価値観に委ねられています。市が特定の「幸せ」のモデルを提示し、それに沿った言葉の使用を推奨することは、憲法が保障する思想・良心の自由や表現の自由を事実上制約するリスクをはらんでないでしょうか。この条例は、何を「良い言葉」とし、何を「不適切な言葉」とするのか、その基準をどのように設定し、市民の多様な価値観と両立させるのか、法的観点からの見解を求めます。
	本条例は、憲法が保障する思想・良心の自由や表現の自由を事実上制約するような、特定の言葉を強制したり、制限するものではなく、私たちが日常的に使用する言葉の大切さについて、市民の方々に理解を深めていただきたいと考え制定するものです。



